
（（（（事例事例事例事例）））） 二次相続二次相続二次相続二次相続

他界他界他界他界したしたしたした（Ａ）（Ａ）（Ａ）（Ａ）のののの相続人相続人相続人相続人であるであるであるである妻妻妻妻（Ｂ）、（Ｂ）、（Ｂ）、（Ｂ）、長男長男長男長男（Ｘ）、（Ｘ）、（Ｘ）、（Ｘ）、次男次男次男次男（Ｙ）（Ｙ）（Ｙ）（Ｙ）

三男三男三男三男（Ｚ）（Ｚ）（Ｚ）（Ｚ）のののの４４４４人人人人がががが（Ａ）（Ａ）（Ａ）（Ａ）のののの遺産分割遺産分割遺産分割遺産分割についてについてについてについて協議中協議中協議中協議中にににに、、、、

妻妻妻妻（Ｂ）（Ｂ）（Ｂ）（Ｂ）がががが急死急死急死急死したしたしたした。。。。 遺産遺産遺産遺産3600360036003600万円万円万円万円 遺産0円

息子息子息子息子のののの（Ｘ）（Ｘ）（Ｘ）（Ｘ）とととと（Ｙ）（Ｙ）（Ｙ）（Ｙ）はははは、、、、父父父父（Ａ）（Ａ）（Ａ）（Ａ）からからからから生前贈与生前贈与生前贈与生前贈与をををを受受受受けていたけていたけていたけていた。。。。

息子息子息子息子のののの（Ｚ）（Ｚ）（Ｚ）（Ｚ）はははは、、、、母母母母（Ｂ）（Ｂ）（Ｂ）（Ｂ）からからからから生前贈与生前贈与生前贈与生前贈与をををを受受受受けていたけていたけていたけていた。。。。

被相続人（A）の遺産：　３６００万円

相続人配偶者（B）、　子３人（  Ｘ  ・  Ｙ  ・  Ｚ  ）

特別受益

　①（Ａ）から（Ｘ）への生前贈与６００万円 　　贈与600万円 　贈与300万円

　②（Ａ）から（Ｙ）への生前贈与３００万円 （Ａから）

　③（Ｂ）固有の遺産　０円

　④（Ｂ）から（Ｚ）への生前贈与３００万円

まず、①Ａの遺産について持ち戻しを行い、Ｂ・Ｘ・Ｙ・Ｚの相続分を計算します。
次に、②Ｂの相続について，Ａの遺産についてのＢの相続分を含めたＢの遺産について持ち戻し
を行い、Ｘ・Ｙ・Ｚの相続分を計算します。

＜＜＜＜計算方法計算方法計算方法計算方法＞＞＞＞
　　　　　　　　①①①①第一次相続第一次相続第一次相続第一次相続（（（（被相続人被相続人被相続人被相続人Ａ）Ａ）Ａ）Ａ）

Ｂ＝（3,600万＋600万＋300万）×1/2＝2222,,,,250250250250万円万円万円万円
Ｘ＝（3,600万＋600万＋300万）×1/2×1/3－600万＝150万円
Ｙ＝（3,600万＋600万＋300万）×1/2×1/3－300万＝450万円
Ｚ＝（3,600万＋600万＋300万）×1/2×1/3＝750万円

　　　　　　　　②②②②第二次相続第二次相続第二次相続第二次相続（（（（被相続人被相続人被相続人被相続人Ｂ）Ｂ）Ｂ）Ｂ）
Ｘ＝（2222,,,,250250250250万万万万＋300万）×1/3＝850万円
Ｙ＝（2222,,,,250250250250万万万万＋300万）×1/3＝850万円
Ｚ＝（2222,,,,250250250250万万万万＋300万）×1/3－300万＝550万円

＜＜＜＜遺産説遺産説遺産説遺産説((((判例判例判例判例のののの立場立場立場立場））））とととと非遺産説非遺産説非遺産説非遺産説＞＞＞＞
　　　遺産説遺産説遺産説遺産説（判例の立場）

第一次相続における相続分が、第二次相続の遺産分割の対象となるという考え方。

　　　　　　　　　　　　非遺産説非遺産説非遺産説非遺産説
遺産分割の対象となるという考え方。

相続相続相続相続がががが開始開始開始開始してしてしてして遺産分割遺産分割遺産分割遺産分割がががが完了完了完了完了しないしないしないしない間間間間にににに、、、、第二次相続第二次相続第二次相続第二次相続がががが発生発生発生発生したしたしたした場合場合場合場合においてにおいてにおいてにおいて、、、、第二次相続人第二次相続人第二次相続人第二次相続人
からからからから特別受益特別受益特別受益特別受益をををを受受受受けたけたけたけた者者者者があるがあるがあるがある場合場合場合場合のののの持持持持ちちちち戻戻戻戻しししし

（（（（回答回答回答回答））））

（Ａから）

贈与300万円

（Ｂから）

一次相続一次相続一次相続一次相続

ＡＡＡＡ ＢＢＢＢ

ＸＸＸＸ ＹＹＹＹ ＺＺＺＺ


